
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆裏面には、農業用軽油免税証の交付申請日程などを掲載しています◆ 

平成27年12月25日 

発行●八峰町農業委員会  秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118番地   TEL：0185-76-4611 発行●八峰町農業委員会  秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118番地   TEL：0185-76-4611 

１．委員の選出方法の変更 
 
 農業委員の選出方法が、一般の選挙による公選制から

首長による選任制に変更されました。今後は議会の同意

を得て町長が任命することになります。 

 また農業委員は、その過半数が認定農業者であるこ

と、年齢・性別等に著しい隔たりが生じないよう配慮す

ることなどが求められています。 

農業委員の定数は農業者数や農地面積等によります

が、一方で農業委員とは別に「農地利用最適化推進委員」

を設置することができます。 

２．選挙人名簿登載申請の廃止 
 
 公選制が廃止されたことから、農業委員会委員選挙

人名簿の調製は行われないことになりました。 

このため、毎年年末から１月にかけて、農事班長さん

はじめ農家の皆さまのご協力で配付・回収していた「農

業委員会委員選挙人名簿登載申請書」は今年度から配

付しません。 

３．現委員の任期など 
 
現在の農業委員は、その任期満了の日まで在任しま

す。八峰町の場合は改正法公布前の平成27年7月1日か

ら現在の任期に入っていますので、平成30年6月30日ま
での在任となります。 

また、平成27年3月31日現在で調製されている農業委

員会委員選挙人名簿は、委員の任期満了の日まで据え置

かれることになります。 

推薦・公募 

委嘱 任命 同意 

市町村長 農業委員会 

市町村 
議会 

農業委員 農地利用最適化 
推進委員 

地域の農業者や農業団体 

◆「農業委員会等に関する法律」の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する法律」（平成27年9月4日

公布）により、農業委員の公選制が廃止され、首長による選任制へと移行することになりました。これに伴っ

て、毎年行われてきた農業委員会委員選挙人名簿の調製も、今後は行わないことになります。 

「農業委員会だより」10月23日号で概略をお伝えしていますが、主なポイントを再度ご紹介します。 

２７年度から・・・ 農業委員会委員 
選挙人名簿 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 お問い合わせ先 〒０１８-２５０２　八峰町峰浜目名潟字目長田１１８番地
 ＴＥＬ ： ０１８５-７６-４６１１　ＦＡＸ ： ０１８５-７６-２２０３

http://www.town.happou.akita.jp/index.php?pid=50八峰町農業委員会

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

農業用機械に使用する軽油の平成28年度使用分について、県では次の日程で

「免税証交付申請書の集合受付」を行います。 

免税証の交付をご希望の方は、各地域の指定の会場で手続きしてください。 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

対象地域  期  日 受 付 会 場 時  間 

八  竜 平成27年12月21日(月) 八竜農村環境改善センター(ホール) 

10:00～11:30 

13:00～15:30 

琴  丘 平成28年１月５日(火) 琴丘地域拠点センター 研修室 

二ツ井・藤里町 平成28年１月12日(火) 能代市二ツ井町庁舎 大会議室 

山  本 平成28年１月21日(木) 山本公民館 講堂 

八 峰 町 平成28年１月29日(金) 県山本地域振興局 ３Ｆ 大会議室 

旧能代市 平成28年2月1日(月)、2日(火) 県山本地域振興局 ３Ｆ 大会議室 

 

■集合受付日程表 

▼上記の集合受付が終わるまでは、県税事務所・支所の窓口では受付を行いません。県税事務所・支所窓口での

受付は平成２８年２月３日（水）から行いますが、この場合は集合受付を行った方よりも免税証の交付が遅くなり

ます。できるだけ上記の会場で申請手続をしてください。 
 

▼指定期日の集合受付に都合がつかない場合は、他の会場でも申請することができます。春作業の軽油需要に間

に合わせるためにも、なるべく上記会場のいずれかで申請することをお勧めします。 
 

【お問い合わせ先】秋田県総合県税事務所 課税第二課(本所) ☎018-860-3341 

                    山本支所     ☎0185-52-6201 

◆農業委員会では11月下旬、今年度中に農地の貸借期間が満了

する皆さんに「終期・更新の通知書」をお送りしています。 

◆このお知らせが届いた方は、貸し手・借り手でお話し合いの

うえ、継続する場合は農業委員会事務局で更新の手続きをして

ください。また終了する（更新しない）場合は、その旨を農業

委員会事務局までご連絡ください。 

◆年度が押し詰まりますと、更新手続きで混雑が予想されます。早

めのお話し合いと手続きをお願いいたします。 

利用権を設定 
した農地の… 


